
平成２７年４月から「子ども・子育て支援
新制度」がスタートして、地域では保育や
子育て支援を担うたくさんの人材が必要と
なりました。

そこで綾瀬市では「子育て支援員修」を
実施して、「子育て支援員」を養成する
ことにしました。

今年度は、地域保育コース・地域型保育の
研修を実施します。 「子育て支援員研修※１」を修了して、

子育て支援の分野で働くために、必要な
知識や技術を修得したと認められる方を、
「子育て支援員※２」として認定して
います。
※１研修は、厚生労働省の要綱に基づいて

都道府県や市町村が実施しています。
※２子育て支援員は、全国で通用しますが、

国家資格ではありません。

子育て支援分野の仕事に関心を持ち、市内に
おいて保育や子育て支援分野の各事業に従事
している方や従事することを希望している方

（年齢・保有資格による制限はありません）

子育て支援員研修を実施します！

子育て支援員って？

研修の対象者は？

研修受講料は無料です。
ただし、テキスト代、会場までの
交通費および昼食代などの実費、
実習先が求める検査や予防接種等の
費用は自己負担となります。

参加費は？

綾瀬市
子育て支援員研修のご案内

保育資格がなくても
子どもが好きで

子育て支援分野で働くこ
とに興味がある方

このような方を
お待ちしています！



研修日程

地域保育コース（地域型保育）

お申込みについて

研修申込先・お問い合わせ先

綾瀬市保育課保育・学童担当

〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地
TEL:0467-70-5615（平日8:30～17:00）
Mail:wm.705615@city.ayase.kanagawa.jp

会場時間日程研修種別

綾瀬市役所
３１５会議室

１０:００～１５:２５０９月２９日(月)
基本研修

１０:００～１５:２５１０月０２日(木)

１０:００～１６:２５１０月０３日(金)

専門研修
<共通科目>

１０:００～１５:５５１０月０６日(月)

１０:００～１５:４５１０月０７日(火)

１０:００～１７:３５１０月１０日(金)
専門研修
<選択科目>

申込方法：①、②いずれかの方法でお申し込みください。

①オンライン
二次元コードを読み取り、必要な情報を入力してお申し込みください。

②郵送・持参
受講申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先に郵送、
または持参でお申し込みください。

募集期間：7月17日（木）～8月29日（金）

▲オンライン申込


